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　　　　　　　　必ず計量前に係員に渡してください
　　　　　　　　身分証明書(免許証等)の提示が必要です
	有効期限：令和 ８ 年　　月　　日

[bookmark: _GoBack]ただし、年末は12月25日まで



· 高吾北清掃センター受付時間　　午前8時30分～午後4時（土・日・祝日は休み）
（正午～午後1時を除く）

令和８年　　月　　日
佐住生環第　　　　号

廃棄物無料処理申請書

高吾北広域町村事務組合長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐川町長　片岡　雄司

下記の者の廃棄物を、高吾北清掃センターにて無料で処理していただきたいので申請します。
　ただし、この廃棄物の搬入量については、当町収集量に算入してください。

記

世帯主住所　　　佐川町

世帯主氏名

連絡先電話番号

搬入方法について（どちらかに「○」を）

・本人または家族
　（搬入者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　）

・依頼
（一般廃棄物収集運搬許可業者名：　　　　　　　　　　　　℡：　　　　　　　　）

※　必ず裏面の「利用するにあたっての注意事項」をご確認ください。
「利用するにあたっての注意事項」


※　無料処理できる廃棄物は、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物のうち普段収集している種類のものに限ります。（事業活動に伴って生じた廃棄物の処理には、この無料券は利用できません）

※　建築廃材、事業活動に伴って生じた廃棄物が混入している場合、この無料券は利用できません。

※　計量所において、身分証明書（免許証等）の提示が必要です。係員の指示に従ってください。

※　２トン（積載量）を超える車両での搬入はできません。

※　ごみステーションに出す場合と同じように分別し、容器か袋に入れて持込み、清掃センター内では、係員の指示に従い、ごみの種類ごとに各置き場に運んでください。

※　家電リサイクル法の対象機器（洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・衣類乾燥機）及び除湿機、製氷器等フロンガスが含まれる製品は、持込みできません。

※　申請は、１年（１月～１２月）間で、１世帯当たり１回に限り受け付けます。追加申請は受付けておりません。また、紛失しても再交付できませんのでご注意ください。

※　この申請書を計量１回ごとに、清掃センター係員に提示ください。係員の確認後返還されますので、次回の搬入時の計量で改めて提示ください。最終の搬入時には、係員に最終である旨お伝えください。


